
同意第２４号 

 

  河内山財産区管理委員の選任につき同意を求めることについて 

 

 次の者を河内山財産区管理委員に選任したいことから、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２９６条の４第１項および高島市財産区管理会条例

（平成１７年高島市条例第２９２号）第３条の規定に基づき、議会の同意を

求める。 

令和２年９月１日 

  

                    高島市長 福 井 正 明 

 

 

 住  所  高島市            

 氏  名  三田村  

 生年月日            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



同意第２５号 

 

  河内山財産区管理委員の選任につき同意を求めることについて 

 

 次の者を河内山財産区管理委員に選任したいことから、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２９６条の４第１項および高島市財産区管理会条例

（平成１７年高島市条例第２９２号）第３条の規定に基づき、議会の同意を

求める。 

令和２年９月１日 

  

                    高島市長 福 井 正 明 

 

 

 住  所  高島市            

 氏  名  松本 重男 

 生年月日            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



同意第２６号 

 

  河内山財産区管理委員の選任につき同意を求めることについて 

 

 次の者を河内山財産区管理委員に選任したいことから、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２９６条の４第１項および高島市財産区管理会条例

（平成１７年高島市条例第２９２号）第３条の規定に基づき、議会の同意を

求める。 

令和２年９月１日 

  

                    高島市長 福 井 正 明 

 

 

 住  所  高島市          

 氏  名  大森 重雄 

 生年月日             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



同意第２７号 

 

  河内山財産区管理委員の選任につき同意を求めることについて 

 

 次の者を河内山財産区管理委員に選任したいことから、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２９６条の４第１項および高島市財産区管理会条例

（平成１７年高島市条例第２９２号）第３条の規定に基づき、議会の同意を

求める。 

令和２年９月１日 

  

                    高島市長 福 井 正 明 

 

 

 住  所  高島市            

 氏  名  森   

 生年月日            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



同意第２８号 

 

  河内山財産区管理委員の選任につき同意を求めることについて 

 

 次の者を河内山財産区管理委員に選任したいことから、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２９６条の４第１項および高島市財産区管理会条例

（平成１７年高島市条例第２９２号）第３条の規定に基づき、議会の同意を

求める。 

令和２年９月１日 

  

                    高島市長 福 井 正 明 

 

 

 住  所  高島市            

 氏  名  古谷 傳平 

 生年月日            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



同意第２９号 

 

  河内山財産区管理委員の選任につき同意を求めることについて 

 

 次の者を河内山財産区管理委員に選任したいことから、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２９６条の４第１項および高島市財産区管理会条例

（平成１７年高島市条例第２９２号）第３条の規定に基づき、議会の同意を

求める。 

令和２年９月１日 

  

                    高島市長 福 井 正 明 

 

 

 住  所  高島市            

 氏  名  古谷 仁成 

 生年月日            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



同意第３０号 

 

  河内山財産区管理委員の選任につき同意を求めることについて 

 

 次の者を河内山財産区管理委員に選任したいことから、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２９６条の４第１項および高島市財産区管理会条例

（平成１７年高島市条例第２９２号）第３条の規定に基づき、議会の同意を

求める。 

令和２年９月１日 

  

                    高島市長 福 井 正 明 

 

 

 住  所  高島市            

 氏  名  古谷 与一 

 生年月日            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


